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2022年１月 産科医療補償制度の改定に伴う周知について 

 

 

医療行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申し

上げます。 

 

産科医療補償制度につきましては、2009 年 1月から、分娩に関連して発症し

た重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性

麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供す

ることなどにより、紛争の防止・早期解決や産科医療の質の向上を図ることを

目的として公益財団法人日本医療機能評価機構において運営され、2015 年に制

度改定が行われております。 

 

今般、別紙のとおり、本制度の補償対象基準や掛金等について見直しが行わ

れ、2022 年１月以降に出生した児より適用されることとなります。今回の改定

を知らないまま補償申請期限である満５歳の誕生日を過ぎたために、補償対象

と考えられる児が補償を受けられない事態が生じないよう、貴部（局）におか

れましては、内容についてご理解の上、貴管下分娩機関、関係団体、住民等に

対し、下記の点をご留意の上、広く御周知願います。 

 

なお、関係団体に対しましても、同趣旨の依頼を発出済みですので念のため

申し添えます。 

 

 

出産育児一時金の取扱いについては、2020 年 12 月 23 日に開催された厚生労

働省の第 138回社会保障審議会医療保険部会において、見直しの議論が行われ、

本制度の掛金対象分娩の場合の総支給額を 42 万円（40.8 万円＋加算額（1．2

万円））に維持することが了承されました。 

 

今後この内容を踏まえ、厚生労働省保険局において政令等の改正、通知の発

出等の対応が行われる見込みです。 



記 

 

１．2022年１月 産科医療補償制度改定の概要について（詳細は別紙「2022年

１月 産科医療補償制度改定の概要」を参照） 

産科医療補償制度の補償対象範囲は、「補償対象基準」「除外基準」「重症

度基準」の全てを満たす場合、補償対象となります。2022 年１月以降に出

生した児より、「補償対象基準」については、低酸素状況を要件としている

個別審査を廃止し、一般審査に統合して、「在胎週数が 28週以上であること」

が基準となります。 

 また、１分娩あたりの掛金は 1.2万円となります。 

 

２．周知の具体的な方法について 

  ①都道府県周産期医療担当課（産科医療補償制度については、都道府県に

よっては子育て支援担当課等で対応いただいている場合もあります。） 

    管下分娩機関等へご周知いただくとともに、都道府県ホームページ等

に本制度の概要を既に掲載いただいている場合には、今回の改定内容の

更新をお願いいたします。 

    また、貴管下の市（保健所設置市ではない市）町村に対し、下記②～

③の対応について協力依頼をいただけますようお願いいたします。 

②市区町村の母子保健担当課 

妊産婦が訪れる機会の多い場所（医療機関、分娩機関、母子手帳交付

窓口など）において別添１のポスターを掲示いただくようお願いいたし

ます。また、母子手帳を交付する際に別添２のチラシを併せて手交いた

だけるようお願いいたします。その他、ホームページ等の活用等による

周知をお願いいたします。 

③市区町村の障害福祉担当課 

脳性麻痺児とその家族が訪れる機会の多い場所（医療機関、障害福祉

窓口など）において別添３のポスターを掲示いただくようお願いいたし

ます。また、希望者に配付する障害福祉のしおりや手引き、自治体ホー

ムページの障害福祉のコーナー等に本制度概要を掲載いただくととも

に、別添４のチラシを障害福祉相談窓口等において、必要に応じて配布

いただけるようお願いいたします。 

 

３．問い合わせ先 

不明な点は次のお問合せ先までご連絡ください。ポスター・チラシ等配布

資料につきましても、随時無料にてお送りしております。 

 

以上 

 

 
［お問合わせ先］ 

産科医療補償制度専用コールセンター（日本医療機能評価機構） 

電話 0120-330-637＜受付時間：午前９時～午後５時（土日祝日を除く）＞ 

厚生労働省医政局総務課医療安全推進室 電話：03-5253-1111 

 室長補佐 田川（内線 4105） 主査 勝又（内線 2579） 


